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�愛媛県告示第１３２９号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

公益財団法人えひめ農林
漁業担い手育成公社

法第４条第２項第１号、
第２号及び第３号に掲げ
る事業

平成２４年１０月３１日

� 目 次 �
告 示

○ 農地保有合理化事業の実施に関する規程の変更の承認………………１０２８

○ 道路の区域変更（県道新居浜別子山線）………………………………１０２８

○ 道路の供用開始（ 〃 ）………………………………１０２８

○ 道路の供用開始（県道落合久万線）……………………………………１０２９

○ 土地改良事業の計画の変更の関係書類の縦覧…………………………１０２９

○ 開発行為に関する工事の完了（２件）…………………………………１０２９

○ 道路の供用開始（県道十和吉野線）……………………………………１０２９

○ 新たな土地改良事業の施行の認可………………………………………１０３０

○ 道路の区域変更（県道八幡浜宇和線）…………………………………１０３０

○ 道路の供用開始（ 〃 ）…………………………………１０３０

訓 令

○ 愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令………………………１０３０

公 告

○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請の公告………………１０３２

○ 県立高校インターネット実習対応パソコン等の借入れ………………１０３３

選挙管理委員会告示

○ 個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理

委員会が指定した施設の一部改正………………………………………１０３４

公営企業公告

○ 人工心肺装置システムの購入……………………………………………１０３４

この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３６ 平成２４年１１月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 新居浜別子山線 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３６

旧 ４．６～１７．２ ０．０９５

新 ７．０～３２．８ ０．０９５

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３７

旧 ４．０～１２．４ ０．１０４

新 １１．３～２４．１ ０．１０４

毎週（火・金）曜日発行 第２４１９号 平成２４年１１月９日

平成２４年１１月９日金曜日 第２４１９号

愛 媛 県 報

１０２８
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�愛媛県告示第１３３３号
北条市土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持管理）

の計画の変更は、適当と認められるので、土地改良法（昭和２４年法

律第１９５号）第４８条第９項において準用する同法第８条第６項の規

定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 北条市土地改良区土地改良事業（維持管理）変更計画書の写

し

� 北条市土地改良区定款の写し

２ 縦覧期間

平成２４年１１月１２日から１２月１０日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�愛媛県告示第１３３２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１１月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１３３５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２４年１１月９日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第１３３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 〃 新居浜市別子山字別子山乙５５５番２３７ 〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 落合久万線
西条市丹原町鞍瀬庚３７０番３から

同町鞍瀬甲３３２番２まで
平成２４年１１月９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２７号

平成２４年１０月２９日
伊予市八倉字金安３２０番１

松山市古川南一丁目１５番２１号

仙 波 俊 三

仙 波 美 保 子

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２４中局建（開）第２８号

平成２４年１０月２９日
伊予郡松前町大字西古泉字小鯛１６８番７

伊予郡松前町大字西古泉１６８番地の３

梶 野 浩 司

愛 媛 県 報平成２４年１１月９日 第２４１９号

１０２９
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�愛媛県告示第１３３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

大洲市土地改良区から認可申請のあった新たな土地改良事業（県単

独補助土地改良事業（かんがい排水）・常森地区）の施行を平成２４

年１１月２日認可した。

平成２４年１１月９日

愛媛県南予地方局長 山 本 龍 典

�愛媛県告示第１３３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県訓令第１７号
庁 中 一 般

各地方機関

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県庁事務決裁規程等の一部を改正する訓令

（愛媛県庁事務決裁規程の一部改正）

第１条 愛媛県庁事務決裁規程（昭和５１年愛媛県訓令第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 十和吉野線
北宇和郡松野町大字奥野川５８０番２から

同町大字奥野川５８４番１まで
平成２４年１１月９日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 八幡浜宇和線
西予市宇和町永長１４７番３から

同町永長１３９番地先まで

旧 １４．３～２３．１ ０．０３５

新 １４．３～１４．５ ０．０３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八幡浜宇和線
西予市宇和町永長１４７番３から

同町永長１３９番地先まで
平成２４年１１月９日

改 正 後 改 正 前

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

別表第５（第４条関係）

知事の権限に属する保健福祉部関係事務に係る特定決裁事項

愛 媛 県 報平成２４年１１月９日 第２４１９号

１０３０



（愛媛県地方局事務決裁規程の一部改正）

第２条 愛媛県地方局事務決裁規程（昭和５５年愛媛県訓令第１０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分
組

織

名

事務の

種 類
事 項

決裁区分

知

事

専決者
知

事

専決者

部

長

局

長

課

長

部

長

局

長

課

長

障

害

福

祉

課

１～８

省略

障

害

福

祉

課

１～８

省略

９ 障

害者

虐待

の防

止、

障害

者の

養護

者に

対す

る支

援等

に関

する

法律

の施

行に

関す

る事

務

１ 障害者福祉施設従事者等によ

る障害者虐待の状況等の公表

（第２０条）

○

２ 使用者による障害者虐待に関

する通報等の受理（第２２条第１

項、第２項、第２３条）

○

３ 使用者による障害者虐待に関

する労働局等への報告（第２４

条、第２７条、障 害 者 虐 待 の 防

止、障害者の養護者に対する支

援等に関する法律施行規則第５

条、第６条）

○

４ 県障害者権利擁護センターの

業務に関すること

� 市町相互間の連絡調整、市

町に対する情報の提供、助言

その他必要な援助（２以上の

地方局の所管区域にわたるも

のに関するものに限る。）

（第３６条第２項第２号）

○

� 相談又は相談を行う機関の

紹介（第３６条第２項第３号）

○

� 情報の提供、助言、関係機

関との連絡調整その他の援助

（第３６条第２項第４号）

○

� 情報の収集、分析及び提供

（第３６条第２項第５号）

○

� 広報その他の啓発活動（第

３６条第２項第６号）

○

� その他障害者に対する虐待

の防止等のための必要な支援

（第３６条第２項第７号）

○

改 正 後 改 正 前

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

別表第３（第４条関係）

局長の権限に属する健康福祉環境部関係事務に係る特定決裁事項

愛 媛 県 報平成２４年１１月９日 第２４１９号

１０３１



公 告

（愛媛県地方局処務規程の一部改正）

第３条 愛媛県地方局処務規程（昭和５６年愛媛県訓令第４０号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

組

織

名

事務の種類 事 項

決裁区分
組

織

名

事務の種類 事 項

決裁区分

局

長

専決者
局

長

専決者

部

長

課

長

部

長

課

長

地

域

福

祉

課

１～２８ 省略 地

域

福

祉

課

１～２８ 省略

２９ 障害者虐

待の防止、

障害者の養

護者に対す

る支援等に

関する法律

の施行に関

する事務

１ 障害者福祉施設従事者等

による障害者虐待に関する

報告の受理（第１７条）

○

２ 市町相互間の連絡調整、

市町に対する情報の提供、

助言その他必要な援助（第

３６条第２項第２号）

○

備考 省略 備考 省略

改 正 後 改 正 前

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

� 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律第１７条の規定に基づく障害者福祉施設従事者等による障害

者虐待に関する報告の受理に関すること。

� 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する

法律第３６条第２項第２号の規定に基づく市町相互間の連絡調

整、市町に対する情報の提供、助言その他必要な援助に関する

こと（２以上の地方局の所管区域にわたるものに関するものを

除く。）。

４～６ 省略

（地方局長に対する事務の委任）

第１３条 省略

２ 省略

３ 地方局長に委任する事務のうち、健康福祉環境部に関するもの

は、別に定めるものを除くほか、次に掲げるとおりとする。

�～� 省略

４～６ 省略

愛 媛 県 報平成２４年１１月９日 第２４１９号

１０３２
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�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１１月９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

県立高校インターネット実習対応パソコン等の借入れ

� 借入物品名及び数量

県立高校インターネット実習対応パソコン等一式（サーバー

１３台、パーソナルコンピュータ５３６台、プリンタ６４台、周辺機

器一式、ソフトウェア一式、搬入、据付け、調整等一式）

� 借入物品の内容等

仕様書による。

� 借入期間

平成２５年３月１日から平成３１年２月２８日まで

� 借入場所

入札説明書及び仕様書による。

� 入札方法

ア 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について平成２３年度、

平成２４年度及び平成２５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に

参加する資格を有すると認められた業者で、次の事項に該当する

もの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに、要求する仕様の機器を確実に納入で

きる体制が整備されていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守の体制が整備されていることを証明した

者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局指導部高校教育課施設管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話（０８９）９１２―２９５１

� 入札書の受領期限

平成２４年１２月１９日（水）午後２時

� 入札説明書の交付方法

平成２４年１１月９日（金）から１１月３０日（金）までの執務時間

中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の午前８時３０分か

ら午後５時１５分までをいう。）に�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年１２月１９日（水）午後２時

愛媛県庁第一別館１０階教育委員室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２４年１２月３日（月）午後５時

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行

ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： Computer

Equipment and Related Services for Installing Terminal

Unit，for the Prefectural High School computer rooms（Local

Area Network），１ set

� Time limit of tender：２：００p．m．，１９December２０１２（tenders

submitted by mail：５：１５ p．m．，１８ December２０１２）

� For further information， please contact： Facilit ies

Administration Section，High School Education Division，

Guidance Department， Ehime Prefectural Board of

Education，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime７９０―８５７０

Japan

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２４年１０月２４日 特定非営利活動法人
龍馬学援隊 酒 井 一 若 愛媛県松山市北井門二丁目９番２１

号
この法人は、青少年等に対して、健全な日本人
の自覚を育て、坂本龍馬的発想と行動力の涵養
に関連する事業等を行い、明るい未来を築く青
少年等が誕生することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２４年１１月９日 第２４１９号
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選挙管理委員会告示

公営企業公告

TEL０８９―９１２―２９５１

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１１月９日

愛媛県公営企業管理者 三 好 大三郎

１ 入札に付する事項

� 件名

人工心肺装置システムの購入

� 購入物品名及び数量

人工心肺装置システム １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 購入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 納入期限

平成２５年３月２５日まで

� 納入場所

愛媛県松山市春日町８３番地

愛媛県立中央病院新本院

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）８�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、購入予定物品の総額とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２４年度の製造の請負等に係る一般競争

入札に参加する資格を有すると認められた業者で次の事項に該当

するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を納入期限までに確実に納入できること

を証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

３ 入札書の提出方法等

� 提出書類及び入札書の提出方法

電子入札システムによる。

� 入札書の受領期限

契約条項及び入札説明書の掲載場所

愛媛県入札情報公開システム上に掲載する。

http://ebid.cals-ehime.lg.jp/ppi.html

� 入札書のほかに提出する書類の受領期限

平成２４年１２月６日（木）午後５時００分まで。

� 入札書の受領期限

電子入札システムによる場合は、平成２４年１２月１９日（水）か

ら平成２４年１２月２１日（金）までの電子入札システム稼動時間中

（午前９時００分から午後８時００分まで（ただし、１２月２１日は午

�愛媛県選挙管理委員会告示第５９号
個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設の一部改正について

個人演説会等を開催することができる施設として市町村選挙管理委員会が指定した施設（平成２２年１月愛媛県選挙管理委員会告示第７号）

の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成２４年１１月９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

施設の名称 施設の所在地 定員（人） 施設の名称 施設の所在地 定員（人）

省略 省略

岩城コミュニティ

センター

越智郡上島町岩城１４４４番地 ５０

省略 省略

愛 媛 県 報平成２４年１１月９日 第２４１９号

１０３４



前１０時５９分まで））。

紙入札による場合は、平成２４年１２月２１日（金）午前１０時５９分

まで。

� 開札の日時及び場所

平成２４年１２月２１日（金）午前１１時００分

愛媛県公営企業管理局会議室（愛媛県庁第二別館２階）

� 問い合わせ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２７９４

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示す物

品を納入できることを証明する書類を、入札説明書等に基づき

平成２４年１２月６日（木）午後５時００分までに電子入札システム

により提出しなければならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し、説

明を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から第１５４条までの規

定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額及

び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限

る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
	 その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Artificial Heart-lung Machine System，１ set

� Time limit of tender：１０：５９ a．m．，２１ December２０１２

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Administration Bureau，Ehime Prefectural

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２７９４

平成２４年１１月９日 発行
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